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事業番号 

（令和４年度） 

20 

令和３年度：20 
評価 Ｄ 

事業名 職場における化学物質管理促進のための総合対策 

担当課・係 化学物質対策課化学物質評価室 

令和３年度 

事業概要 

（１）①化学物質管理に係るノウハウが不足している業種や中小規模

事業場等を支援する体制を整備するとともに、 

②国自ら有害化学物質による労働者の健康障害に係るリスク評価を

実施し、その結果を公表、さらに必要に応じて関連の規制・指針等の

内容を最新の知見に応じたものへと改正していくことにより、有害な

化学物質に関する情報の不足を補完することが必要である。 

（２）また、十分な有害性情報が存在しない新規化学物質については、

それを製造・輸入する事業者自ら有害性調査を実施し、その結果を厚

生労働大臣に届け出る制度が整備されているところ、 

③これら新規化学物質に係る届出の内容の審査を適正に実施すると

ともに、 

④有害性調査機関に対する査察等を実施することにより、有害性調査

の品質を担保することが必要である。 
 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①モデルラベル及びモデル安全データシ

ートへのアクセス数を1,100万件以上に

する。 

※安全データシート（SDS）とは、化学物

質の成分や人体に及ぼす作用等、化学物質

の危険有害性情報を記載した文書 

②リスク評価を行った化学物質のうち、専

門家による検討を通じて健康障害防止措

置等が必要とされたものについては、リス

ク評価書を公表すること等により、措置の

徹底を業界団体・事業場等に対して広く周

知・指導する。 

③新規化学物質として届出のあったもの

のうち、強い変異原性を有するものについ

て健康障害防止のための指針に基づく措

置内容（通達）を示す。 

①100 物質について、モデルラベル及び

モデル安全データシートを作成するため

の GHS 分類を行う。 

※GHS とは、「化学品の分類および表示に

関する世界調和システム」の略称。国際的

に推奨されている化学品の危険有害性の

分類・表示方法を定めている。 

②リスク評価の対象となっている物質の

うち物質のうち７物質程度について、化学

物質の有害性を評価した有害性評価書を

作成する。  

③安衛法GLP適合確認の申請があった有

害性調査機関全数について査察を実施す

る（令和３年度は既存１機関からの申請が

見込まれる）。 

※GLP とは、化学物質の安全性試験に関

する優良試験所基準 

 未達成 達 成 
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実

績 

①モデルラベル及びモデル安全データシ

ート（モデル SDS）へのアクセス数は

873 万件であった。 

②行政検討会での議論の結果、８物質のリ

スク評価書を取りまとめ、公表するととも

に、業界団体・事業場等に対してリスク低

減措置の実施等を広く周知・指導した。 

③令和 3 年 11 月 25 日付け局長通達を

発出し、新規化学物質として届出のあった

もののうち、強い変異原性を有する 15 物

質について、指針に基づく措置内容を示し

た。 

①100 物質について GHS 分類を行い、

モデルラベル及びモデルSDSの作成を行

った。さらに、GHS 分類はなされていた

もののモデル SDS のなかった 6 物質に

ついて、モデル SDS の作成を行った。 

②令和 3 年度にリスク評価の対象とした

６物質の有害性評価書を作成した。なお、

目標設定時点では７物質程度をリスク評

価の対象とすることを検討していたが、最

終的に６物質を対象と決定し事業を実施

したため、実績は６物質となっている。 

③令和３年度中に、有害性調査機関からの

安衛法 GLP 適合確認の申請はなかった。 

＜未達成の理由・原因＞ 

 モデルラベル・SDS のアクセス数については、令和元年度及び２年度のうち特定の期間（令和２年１～７月）

に極端に多くなっているが、当該期間はモデルラベル・SDS 掲載先の「職場のあんぜんサイト」全体のアクセス

数が増加し、全体に占めるモデルラベル・SDS のアクセス数の割合には変化がなかった。このアクセス数の増

加は、海外からのアクセスが集中したこと等の外的要因の影響と考えられ、このような不安定な指標をもとに目

標を引き上げたことにより、今回目標未達成となったものである。（参考：平成 30年度実績 739万件→令和元

年度目標 739万件、実績 1300 万件→令和 2年度目標 1077万件、実績 1524万件→令和 3年度目標 1100

万件、実績 873万件） 

なお、令和３年度はこのような影響がなく、新たにラベル表示・SDS 交付の義務対象に追加された物質がな

かったことから、アクセス数が以前の水準に戻ったが、平成 30年度の実績は上回っている。 

その他については、計画的に事業を実施したことで、概ね目標を達成することができた。 
 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
本事業においては、令和４年度以降、モデルラベル・モデル SDS など化学物質管理支援ツールの作成は行わ

ない（独立行政法人労働者健康安全機構運営費交付金で行う）こととしたので、本事業のアウトカム指標及びア
ウトプット指標としてモデルラベル・モデル SDS のアクセス数及び GHS 分類の物質数は用いないこととし、
講習会における満足度及び相談窓口における相談件数を新たな指標とした。 
なお、職場における化学物質規制を、「国がリスク評価を行い、特化則等の対象物質に追加し、ばく露防止のた

めに講ずべき措置を国が個別具体的に法令で定める」仕組みから「国はばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・
有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充し、事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、
ばく露防止のために講ずべき措置を自ら選択して実行する」ことを原則とする仕組みに見直すことに伴い、令和
４年度からは事業内容及び予算規模について見直しを行っている。新たな化学物質規制の施行及び定着に向けて、
労使双方からは引き続き国の支援の継続の要望があり、事業者のニーズを踏まえてより効果的な事業となるよう、
引き続き事業内容及び予算規模の見直しを行ってまいりたい。 

 

＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①職場における化学物質管理に関して周

知啓発を図る講習会の受講者のうち、受講

して「役に立った」とする者の割合を

80％以上にする。 

②新規化学物質として届出のあったもの

のうち、強い変異原性を有するものについ

て健康障害防止のための指針に基づく措

置内容（通達）を示す。 

①ラベル・SDS など化学物質管理に関す

る相談窓口における相談件数を1,500件

以上とする。 

②安衛法GLP適合確認の申請があった有

害性調査機関全数について査察を実施す

る（令和４年度は既存６機関からの申請が

見込まれる）。 

＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
アウトカム指標①については、事業内容に対する満足度に直結する指標として、これまでの類似事業における

講習会等の実績を踏まえ設定した。アウトプット指標①については、相談窓口における相談件数の過去３年の平
均（1,497件）を踏まえ設定した。 
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事業番号 

（令和４年度） 

32 

令和３年度：32 
評価 D 

事業名 女性就業支援・母性健康管理等対策費 

担当課・係 
雇用機会均等課政策係、母性健康管理係、総務課雇用環境・均等シス

テム係、労働紛争処理業務室 

令和３年度 

事業概要 

１ 委託事業については、受託者を公募し、一般競争入札（総合評価

落札方式）により決定し、母性健康管理専用サイトの運営、広報等に

より、母性健康管理に関する周知啓発を実施。 

２ 受託者を公募（一般競争入札（総合評価落札方式））により決定

し、以下の業務を委託する。 

・働く女性の健康保持増進のための支援施策の実施に関する相談対

応及び講師派遣の実施 

・全国の女性関連施設等において活用することを目的とした、働く女

性の健康保持増進等に関する研修資料の作成及び提供 

・働く女性の健康保持増進のための支援施策に関する情報等を提供

するホームページの作成・更新等の実施 

３ 労使からの母性健康管理措置を含む労働相談、労使への紛争解決

援助等の記録や事業場の基本情報等を入力し、管理するための雇用環

境・均等システムの運用及び法律・制度の改正等に係わる改修等の実

施 
 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

１ メールによる相談者でアンケートに

回答した者のうち、相談者に対する回答が

役に立ったとした者の割合 95％以上 

２（１）働く女性の健康保持増進のための

支援施策に関する相談を利用したことで、

セミナー・研修会の企画運営方法や働く女

性の身体やこころの健康問題に関する知

識・ノウハウの取得など、理解が得られた

とする者の割合 95％以上 

（２）働く女性の健康保持増進に関する講

師派遣を利用した者のうち、｢受講したこ

とが実際にセミナー・研修会等の企画運営

に役に立った｣とする者の割合 95％以上 

３ 母性健康管理措置を含む男女雇用機

会均等法に基づく調停開始から終了３か

月以内の件数の割合 80%以上 

１ 母性健康管理サイトのアクセス数を

300 万件とする。 

２（１）働く女性の健康保持増進に関する

相談件数 600 件以上 

（２）働く女性の健康保持増進に関するセ

ミナーの開催回数 47 回 

３ システムへの男女雇用機会均等法等

調停の登録件数 137 件以上 

 未達成 達 成 



5 

 

 

実

績 

１ 93.1％（令和３年度におけるメール

による相談者でアンケートに回答があっ

た 58 件のうち、役に立ったとした件数

54 件） 

 

２ 

（１）97.2％（相談を利用した団体 651

者のうち、「理解が得られた」「概ね理解が

得られた」と回答した団体が 633 者） 

（２）100％（講師派遣を受けた団体 57

者のうち、事業の企画運営に「非常に役に

立った」「まあ役に立った」と回答した団

体が 57 者） 

 

３ 89.4％ 

１ 6,187,572 件 

 

２ （１）633 件、（２）57 件 

 

３ 285 件 

＜未達成の理由・原因＞ 

 目標値は達成できなかったもののほぼ目標レベルの値となっているところであるが、アンケートの回答数が少

なく、回答への満足度を正確に把握できるものではなかったため。 

 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
 目標値を達成できるよう、引き続きメール相談には丁寧な対応に努めるとともに、アンケートの結果を事業の
改善に活かすこと等を明記するなど、アンケートの回答数を増やすための一層の働きかけを行ってまいりたい。 
 また、本事業は、妊娠・出産等を経て働き続ける女性の増加に伴い、その労働環境の改善に資する情報を事業
主・労働者双方に提供するため引き続き実施する必要があるが、R4 年度事業については、従来別個にあった母
性健康管理専用サイトと、働く女性の健康全般に係るサイトとの統合によって予算規模を縮小しており、今後も
引き続き適切な予算規模となるよう見直しを行ってまいりたい。 
 

＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

１ メールによる相談者でアンケートに

回答した者のうち、相談者に対する回答が

役に立ったとした者の割合 9５％以上 

２ 令和３年度限りの事業 

３ 母性健康管理措置を含む男女雇用機

会均等法に基づく調停開始から終了まで

の期間が３か月以内の件数割合を80%以

上 

１ 母性健康管理専用サイトのアクセス

数を 500 万件とする。 

２ 令和３年度限りの事業 

３ システムへの男女雇用機会均等法等

調停の新規受理件数に対する登録件数の

割合 70％以上 

 

＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
【アウトカム指標】 
１ 適切な母性健康管理対策の実施という目的から、利用者のニーズ等に応じた情報提供等が必要であり、メー
ルによる相談についての満足度とした。なお、アンケート回答数が少ない現状を踏まえ、アンケートの実施方
法を見直すこととした。 

２ 令和３年度限りの事業 
３ 迅速かつ適切な相談対応、紛争解決援助等を行うことを目的としていることから、男女雇用機会均等法に基
づく調停の開始から終了までの期間が３か月以内の件数の割合とした。 

【アウトプット指標】 
１ 適切な母性健康管理対策の実施という目的から、女性労働者や事業主等に対し、母性健康管理に関する情報
提供、周知啓発をより一層行うことが必要であるため、事業内容や昨年度までの実績を踏まえて検討した結果、
アクセス件数について上向きに見直した。 

２ 令和３年度限りの事業 
３ 迅速かつ適切な相談対応、紛争解決援助等を行うためには、類似事案の経緯など利活用できる情報の蓄積が
必要であるため、男女雇用機会均等法等調停の新規受理件数に対する登録件数の割合とした。 
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事業番号 

（令和４年度） 

１６ 

令和３年度：１６ 
評価 Ｃ 

事業名 安全衛生啓発指導等経費 

担当課・係 安全課業務班、計画課管理係、計画班、労働衛生課業務第一係 

令和３年度 

事業概要 

（１）① 労働災害防止についての啓発指導を目的として、事業者及

び労働者に対する安全衛生意識の普及高揚を図る。 

② 一定の危険又は有害な業務に従事する者や作業主任者の一部に

は、技能講習の受講が義務づけられているが、修了証を紛失又は破損

した場合で、技能講習を行う機関が廃止されていたり、受講した機関

名等を失念していたりすると、再交付を受けられず、作業に就けなく

なる。また、一人の労働者が複数の技能講習を修了している場合もあ

ることから、異なる登録教習機関での修了歴を携帯しやすい大きさの

書面にして交付する必要がある。 

そのため、全国の登録教習機関の修了者のデータを一元的に管理す

るとともに、修了者に対し技能講習を修了したことを証明する書面を

発行する環境を整備する。 

③ 事業者が、自主的に安全衛生対策を進められるよう、安全への取

組に必要な情報を提供し、さらに安全活動に積極的な事業場の好事例

等を情報提供することにより、安全への取組に積極的な企業が評価さ

れる環境等を整備することにより、労働災害の防止を図る。 

（２）アスベストやじん肺等職業性疾病の問題が社会的にも大きな問

題となっていることから、有害物質等有害要因を有する事業場に対す

る職業性疾病等の予防のため、監督指導等を実施し、労働者の健康を

確保する。 

（３）安全衛生施設については、各施設において経年劣化が進行して

いる。これをそのまま放置し、事故等が発生した場合、国の施設設置

者としての責任を問われかねない重大な問題となることから、施設利

用者等の安全のため、修繕等を行う必要がある。 
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＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①技能講習の帳票データの受付数を 166

万件（過去５年平均）以上とする。 

②事業者等から有用であった旨の評価を

80％以上確保する。 

 

＜安全衛生教育の支援事業＞ 

教材（テキスト、ビデオ）の案を公開し、

閲覧者から有益度８０％を得る。 

①引き続き帳票データの引き渡しについ

て周知していくとともに、引き受けた帳票

データを確実に入力できるように適正な

管理に努めていく。 

②要望のあったものを中心に、ホームペー

ジに災害事例や安全衛生教育用教材等を

合計 70 件以上掲載する。 

③各種労働災害データベースの作成

（30,000 件以上） 

④ホームページのアクセス件数を 4,700

万件（平成 30 年度～令和２年度平均：約

4,692 万）以上確保する。 

 

＜安全衛生教育の支援事業＞ 

①技術者等に対する安全衛生教育の教育

用の教材案を作成する。 

②作成した教材（テキスト・ビデオ）の案

を公開し、閲覧者から意見を募る。 

 

 

実

績 

未達成 未達成 

①帳票データの受付数：161 万件 

【アウトカム指標】 

②事業者等から有用であった旨の評価が

83.8％であった。 

 

＜安全衛生教育の支援事業＞ 

教材及び動画の内容の理解度、分量、見や

すさ（文字の大きさ、レイアウト、イラス

ト）等を含む総合的な満足度として、それ

ぞれ建設設計について 94.7%、機械設計

について 94.7%の評価を得た。 

 

 

【アウトプット指標】 

①帳票引き受けからデータ入力に至る一

連の流れがマニュアル化されており、その

徹底がなされることで適切な管理がなさ

れている。 

②労働災害事例（10 事例）や外国人向け

視聴覚教材(265本)を中心に、70 以上の

新規コンテンツをホームページ掲載した。 

③機械災害・死亡災害・死傷災害のデータ

ベースを計 35,000 件掲載した。 

④ ホ ー ム ペ ー ジ の ア ク セ ス 数 ：

40,666,889 件 

 

＜安全衛生教育の支援事業＞ 

①設計・施工管理技術者向け教育教材（機

械設計編・建設設計編）をそれぞれ作成し、

厚生労働省ホームページ及び同省動画チ

ャンネルに掲載済 

②令和３年 12 月に教材案及びその動画

案を公開した。また、期間内にいただいた

改善点を教材に反映した。 
 

 

 

 



10 

 

＜未達成の理由・原因＞ 
適切な進捗管理を行ったものについては目標を達成した。 

技能講習の帳票データの受付数について、帳票データは登録教習機関からの任意提供のため、受動的な動きとな
っていたことから目標を未達成となった（帳票データの受付数が目標に達しなかった要因の一つとして、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大に伴う技能実習の受講者数の減少が影響しているものと推察される）。 
ホームページのアクセス件数について、目標件数に達しなかった要因としてホームページの周知等が十分では

なかったことが挙げられる。 
なお、令和元年度及び２年度のうち特定の期間（令和２年１～７月）に海外からツールを用いて行われたと考

えられるアクセスが集中したこと等の外的要因の影響でホームページのアクセス件数が極端に多くなった。（参
考：平成 30年度目標 2200万件、実績 3963万件→令和元年度目標 3500万件、実績 6987万件→令和２
年度目標 3850万件、実績 8433 万件） 
令和３年度の目標は、当該海外からのツールを用いて行われたと考えられるアクセス件数も含めて算出してい

るため、高い目標設定となっている。 
なお、令和３年度はこのような影響がなく、アクセス数が以前の水準に戻っており、平成 30年度の実績は上

回っている。 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
 技能講習の帳票データの受付数について、帳票データの提供依頼を登録教習機関に行うにあたって、積極的な
周知を行う。 
ホームページのアクセス件数について、各種広報媒体へのホームページのリンク掲載や SNS を活用してホー

ムページの周知を行う等あらゆる機会を捉えて広報する。なお、ホームページへの不審なアクセスを確認した場
合には、当該 IPアドレスを遮断する等適切な措置を講じ、ホームページの保護及び適切な管理を行うことで、ホ
ームページの運用状態を正確に把握できる状態を維持する。 
 また、事業運営の適正化を図る一方で、予算規模の見直しについても併せて行ってまいりたい。 

 
 

＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①技能講習の帳票データの受付数を 166

万件以上とする。 

②事業者等から有用であった旨の評価を

80％以上確保する。 

 

＜安全衛生教育の支援事業＞ 

教材（テキスト、ビデオ）を大学の講義に

て用い、資料閲覧者より有益度８０％以上

を得る。 

①引き続き帳票データの引き渡しについ

て周知していくとともに、引き受けた帳票

データを確実に入力できるように適正な

管理に努めていく。 

②要望のあったものを中心に、ホームペー

ジに災害事例等を合計 10 件以上掲載す

る。 

③各種労働災害データベースの作成

（30,000 件以上） 

④ホームページのアクセス件数を 4,300

万件以上確保する。 

＜安全衛生教育の支援事業＞ 

①技術者等に対する安全衛生教育の教育

用の内容理解の促進、実践的な知識を定着

するための演習用教材を作成する。 

②上記演習用教材および昨年度作成した

教育資料を改善した教材により、若手技術

者向けのオンライン講習を開催する。 

＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
 技能講習の帳票データの引き渡しについて、過去 5年間の帳簿データの受付数の実績に基づき算定し、令和３
年を上回る数字となったため、令和３年度に未達成となった目標値を据え置くこととして上記アウトカム指標①
及びアウトプット指標①を設定した。 
アウトカム指標②については、国の施策や安全衛生情報提供の内容と事業場等の需要に乖離がないかを検証す

るために設定した。 
アウトプット指標②及び③については、ホームページの災害事例や安全衛生教育用教材や労働災害データベー

スなどのコンテンツが充実すればするほど、よりアクセス件数が増えると考えられるため設定した。 
アウトプット指標④について、ホームページのアクセス件数について、本事業の評価を正確に行えるよう、明

らかにホームページのコンテンツ利用が目的ではない不審なアクセスにより増加した件数を除いた過去５年の
平均アクセス件数を目標として設定した。 
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事業番号 

（令和４年度） 

１７ 

令和３年度：１７ 
評価 Ｃ 

事業名 職業病予防対策の推進 

担当課・係 
労働衛生課電離放射線労働者健康対策室 

労働衛生課有害対策環境指導係 

令和３年度 

事業概要 

（１）東電福島第一原発で緊急作業に従事した者の被ばく線量、健康

診断結果等のデータを蓄積する「東電福島第一原発作業員の長期的健

康管理システム（以下「データベース」という。）」を運用する。 

・緊急作業従事者等に対する健康相談、保健指導の実施。 

・廃炉等作業員の健康支援相談窓口を定期的に開設、健康相談を実

施。 

（２）東電福島第一原発・除染作業者の放射線被ばくの状況やその対

策に関する情報（報道発表、ガイドライン、行政通達等）について、

厚生労働省の英語版ホームページに掲載するなど海外に向けて発信

する事業を行う。 

（３）東電福島第一原発における施工計画作成者等に対して被ばく低

減措置に係る教育を行うなど、廃炉等作業における被ばく低減対策を

支援する。 

（４）眼の水晶体への被ばく線量が高い業務を行う事業者に対し、事

業場として労働者の被ばく線量を組織的に管理する仕組みである、放

射線被ばく管理に関する労働安全衛生マネジメントシステム（以下

「ＭＳという。」）の導入を支援する。 

（５）職場の熱中症予防に特化したポータルサイトを整備し、暑さ指

数の正確な把握と対応方法を周知。ポータルサイトには主要産業別の

対策好事例も紹介する。 
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＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①東京電力による『福島第一における作業

員の健康管理について（厚労省ガイドライ

ンへの対応状況）』報告のうち、『第２四半

期（７～９月）に実施の健康診断に対する

管理状況の取り纏め結果』の『「要精密検

査」判定者への対応状況』において、第２

四半期分の報告時点（毎年３月頃）の結果

で、『指導後も未受診』の割合が 10％未満

であることを確認する。 

②施工計画作成者等に係る教育の参加者

に対してアンケートを実施し、９割以上の

参加者から「有意義であった」等、ニーズ

に合致した教育であった旨の回答を得る。 

③熱中症予防対策動画の閲覧者について、

今後の労働災害防止対策に取り組む上で

有益であった旨の評価を 85％以上得る。 

④MS 導入支援を受けた事業場の中から、

20 事業場以上を好事例事業場として選

定し、他の事業場に導入状況を報告する。 

①緊急作業従事者の現況確認のため、連絡

先を把握している約２万人全員に対して

調査票を送付する。 

②廃炉等作業員の健康支援相談を窓口等

で年間 54 回、産業保健支援に係る研修会

等を年間 10 回、相談員協議会を年間２回

開催し、ホームページにおける健康管理情

報の更新を年間 22 回行う。 

③令和３年度における東電福島第一原発

関連の放射線被ばく状況、報道発表資料、

関係法令、行政通達、ガイドライン、配布

用英語資料等に係る英訳文書を厚労省Ｈ

Ｐに掲載する。 

④施工計画作成者等に係る教育を効果的

に実施し、受講者数を 60 人以上とする。 

⑤熱中症のポータルサイトに対する、延べ

アクセス件数 10 万件以上とする。 

⑥MS導入支援を実施する事業場を48件

以上とする。 

実

績 

未達成 未達成 

①『指導後も未受診』の割合は５％（11

人／223 人）であった。 

②アンケートを実施した結果、参加者の

97％から、「理解できた」旨の回答が得ら

れた。 

③熱中症予防対策動画の閲覧者について、

今後の労働災害防止対策に取り組む上で

とても有用または有益であった旨の評価

を 93.6％得られた。 

④11 事業場の事例を好事例として選定

し、本事業に参加した約 250 の医療機関

の事業場間で共有した。 

①緊急作業従事者の現況確認のため、連絡

先を把握している約２万人全員に対して、

調査票を送付した。 

②廃炉等作業員の健康支援相談窓口を年

間 53 回、産業保健支援に係る研修会を年

間６回行い、相談員協議会を年間２回開催

し、ホームページにおける健康管理情報の

更新を年間 27 回行った。 

③令和３年度における東電福島第一原発

関連の放射線被ばく状況、行政通達等を英

訳し、厚生労働省の英語版ＨＰへ掲載し

た。 

④有識者による委員会での審議に基づき

テキストを作成し、計 125 人に教育を実

施した。 

⑤熱中症のポータルサイトに対する、延べ

アクセス件数は約 21 万件であった。 

⑥MS導入支援を19件の事業場に対して

行った。 
 

＜未達成の理由・原因＞ 
・アウトプット指標②：廃炉等作業員の健康支援相談窓口については、東電福島第一原子力発電所内の協力企業
棟で実施している。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、昨年度に実施した全 53回についてはその
うち２回はリモートで実施したが、目標の 54回は達成できなかった。また、産業保健支援に係る研修会につい
ては、労働衛生担当者及び作業員向け２種類の研修会を実施している。このうち、労働衛生担当者の研修会につ
いては、令和３年度からリモート形式を導入しているが、企業からの依頼で実施する作業員の方々を対象にした
集合形式の研修（出前健康講座）については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、依頼が低調であ
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ったため、目標の 10回は達成できなかった。 
・アウトプット指標⑥：放射線ＭＳ導入支援事業では、放射線ＭＳに関する研修に加え、要望等により医療機関
に対して個別の導入支援を行っている。令和３年度は、個別支援を令和２年度よりも早い９月から開始すること
としたが、折しも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の時期と重なってしまったことから、支援の辞退が相
次いだり、希望日時が未定の状態の医療機関が相次いだ。このため、個別支援の開始時期をさらに早めたり、実
施期間を延長するなどの対応を行ったものの、19件の支援にとどまった。 
・アウトカム指標④：放射線ＭＳ導入支援事業は、医療機関を対象に、医療従事者の職業被ばくの低減等を目的
とするマネジメントシステムの導入を支援するものである。新型コロナウイルス感染症の感染者数が全国的に増
加した昨年度においては、本事業の主たる対象となる規模の医療機関は受入れ対応等のため、アウトプット指標
⑥において後述するように個別支援の辞退等が相次ぐなど、マネジメントシステムの導入に向けた取組に影響が
あった機関が少なくなく、好事例を把握する機会も限られた。このため、積極的な取組事例として収集できた 17
例から、専門家でレビューを行い、参加医療機関で特に共有するべき好事例として選定したものは、11 件にと
どまった。 
 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
・アウトプット指標②：健康相談窓口についてはリモート形式で対応可能なものはリモート形式で対応できるよ
うにする。研修会については、ウェブ形式を一層活用していく。 
・アウトプット資料⑥：令和３年度の参加医療機関から、日程調整や個別支援を受ける側として相当の準備が必
要となるため、より手軽に相談できるような支援手法を望む声があった。このことから、新型コロナウイルス感
染症の影響下にあっては、個別支援（件数を削減）を一部代替する手段として、ウェブやＳＮＳを活用した質問・
回答の場を充実させる。また、事業についての認知度が十分でなかったと考えられることから、さらに個別具体
的に医療機関へアプローチするとともに、関連学会等への協力依頼をさらに行っていく。 
・アウトカム指標④：研修会や個別支援のタイミング以外にも、ＳＮＳ等を活用するなど、参加医療機関の取組
状況を把握するチャネルを増やすとともに、その取組状況を参加医療機関で共有することで、マネジメントシス
テム導入の取組を促進する。 
 令和 4年度予算については縮小しているところであるが、事業運営の適正化を進めながら、予算規模の見直し
についても引き続き行ってまいりたい。 
 

＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①東京電力による『福島第一における作業

員の健康管理について（厚労省ガイドライ

ンへの対応状況）』報告のうち、『第２四半

期（７～９月）に実施の健康診断に対する

管理状況の取り纏め結果』の『「要精密検

査」判定者への対応状況』において、第２

四半期分の報告時点（毎年３月頃）の結果

で、『指導後も未受診』の割合が 10％未満

であることを確認する。 

②施工計画作成者等に係る教育の参加者

に対してアンケートを実施し、９割以上の

参加者から「有意義であった」等、ニーズ

に合致した教育であった旨の回答を得る。 

③熱中症のポータルサイト利用者に対し

て、今後の労働災害防止対策に取り組む上

で有益であった旨の評価を 85％以上得

る。 

④MS 導入支援を受けた事業場の中から、

10 事業場以上を好事例事業場として選

定し、他の事業場に導入状況を報告する。 

①緊急作業従事者の現況確認のため、連絡

先を把握している約２万人全員に対して

調査票を送付する。 

②廃炉等作業員の健康支援相談を窓口等

で年間 54 回、産業保健支援に係る研修会

等を年間 10 回、相談員協議会を年間２回

開催し、ホームページにおける健康管理情

報の更新を年間 22 回行う。 

③令和４年度における東電福島第一原発

関連の放射線被ばく状況、報道発表資料、

関係法令、行政通達、ガイドライン、配布

用英語資料等に係る英訳文書を厚労省Ｈ

Ｐに掲載する。 

④施工計画作成者等に係る教育を効果的

に実施し、受講者数を 60 人以上とする。 

⑤熱中症のポータルサイトに対する、延べ

アクセス件数 10 万件以上とする。 

⑥MS導入支援を実施する事業場を30件

以上とする。 
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＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 

＜アウトカム指標＞ 

①、②：前年度の目標は妥当であると考え、継続して令和３年度と同様の目標を設定した。 

③：熱中症に関するポータルサイトについて、閲覧者にとって労働災害防止につながる有用なものとすることが

重要であるため、上記の目標を設定した。 

④：MS 導入支援を受けた医療機関の取組で事業効果を評価することとし、その水準については前年度の実績及

び「理由（原因）を踏まえた改善すべき事項・今後の課題改善すべき事項」の欄に記載した事項を踏まえ、令和

３年度の数値目標を令和３年度及び令和４年度の実績により達成できるよう設定した。 

 

＜アウトプット指標＞ 

①、③：前年度の目標は妥当であると考え、継続して令和３年度と同様の目標を設定した。 

②：前年度の実績及び「理由（原因）を踏まえた改善すべき事項・今後の課題」に記載した事項を踏まえて設定

した。 

④：施工計画作成者等に係る教育の受講者数で事業の実施量を評価することとし、その水準については前年度の

実績を踏まえ設定した。 

⑤：職場における熱中症対策の推進に当たっては広い分野を対象として多くの者がポータルサイトを閲覧し、そ

の成果を事業場で活用することが重要であるため、上記の目標を設定した。 

⑥：前年度に引き続き、MS 導入支援（個別支援）を実施する事業場の件数で事業の実施量を評価することとす

るが、その水準については前年度の実績を踏まえ、令和３年度の数値目標を令和３年度及び令和４年度の実績に

より達成できるよう、また、「理由（原因）を踏まえた改善すべき事項・今後の課題」の欄に記載したように、新

型コロナウイルス感染症の影響下にあっては、個別支援を有力な手法としつつも、その一部代替する手段として、

ウ ェ ブ や Ｓ Ｎ Ｓ を 活 用 し た 質 問 ・ 回 答 の 場 を 充 実 さ せ る こ と を 考 慮 し て 設 定 し た 。
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事業番号 

（令和４年度） 

４２ 

令和３年度：４３・３３ 
評価 Ｃ 

事業名 個別労働紛争対策費・多言語相談支援事業 

担当課・係 雇用環境・均等局総務課総務係、労働紛争処理業務室業務管理係 

令和３年度 

事業概要 

（個別労働紛争対策費） 

全国の労働局及び労働基準監督署に「総合労働相談コーナー」を設置

（全国 379 箇所）し、労使双方から寄せられる労働問題に関するあ

らゆる相談にワンストップで対応し、内容に応じて、労働関係の法令・

裁判例や解決方法・処理機関等についての情報を提供する。また、民

事上の労働紛争については、相談の内容や相談者の意向に応じて、都

道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんを

行い、紛争の自主的解決を促進する。 

 

（多言語相談支援事業） 

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）及び労働基準監督署等に設置

された総合労働相談コーナー（以下「雇用環境・均等部（室）等」と

いう。）において、14 ヶ国語の電話通訳に対応した「多言語コンタク

トセンター」の活用等により、職場におけるハラスメントや解雇等の

トラブルに関する相談対応、紛争解決援助等の多言語化を図る。 

 
 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

（個別労働紛争対策費） 

都道府県労働局長の助言・指導の実施によ

る個別労働紛争の解決率を 50％以上と

する。 

（数値の根拠）平成 23～令和２年度にお

ける助言・指導の実施件数に対する助言・

指導の解決件数の割合 

 

（多言語相談支援事業） 

雇用環境・均等部（室）等への外国人から

の相談のうち、多言語コンタクトセンター

又は多言語音声翻訳アプリケーションを

利用した相談件数の割合２％以上 

（個別労働紛争対策費） 

都道府県労働局長による助言・指導の手続

終了件数に占める処理期間１か月以内の

ものの割合を 95%以上とする。 

 

（多言語相談支援事業） 

雇用環境・均等部（室）等への外国人から

の相談件数前年度以上 

実

績 

未達成 未達成 

（個別労働紛争対策費） 

49.4％（4,029 件(助言・指導解決件数)

／8,159 件（助言・指導実施件数）（速報

値） 

 

（多言語相談支援事業） 

0.4％（55 件/13,762 件） 

（個別労働紛争対策費） 

98.7％（8,354 件（１か月以内処理件数）

／8,466 件（手続修了件数）（速報値） 

 

（多言語相談支援事業） 

13,762 件（令和２年度は 14,419 件） 
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＜未達成の理由・原因＞ 

（個別労働紛争対策費） 

 個別労働紛争解決制度に基づく助言・指導の仕組みは、労使の当事者の話し合いによる紛争の解決を促進（支

援）するために行うもので、当事者に何らかの措置を強制することはできない。 

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が、様々な業種に長期間及び、企業の経営状況

の厳しさが増す中、コロナ禍前に比べて、助言・指導が受け入れられず、解決率が低下したと考えられる。 

（多言語相談支援事業） 

 コロナ禍により、新規に入国する外国人労働者が著しく減少した。このことにより、総合労働相談コーナーを

利用する労働者のうち、同伴する通訳者の伝手がない等により通訳を必要とする外国人が減少したことが理由の

ひとつと考えられる。 

 
 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
（個別労働紛争対策費） 
 コロナ禍により企業の経営状況の厳しさが増していることも踏まえ、各種支援策の紹介等により事業主の支援
にも取り組みつつ、引き続き、個別労働紛争の未然防止及び自主的解決の促進を図る。 
（多言語相談支援事業） 
 今後、外国人労働者の入国受け入れ再開により、新規に入国する外国人労働者が増加することで、日本語能力
が十分でなく、かつ、同伴する通訳者の伝手がない等の理由により、多言語化の需要も増加するものと見込まれ
る。 
 
 このように事業運営の適正化を図る一方で、必要額の精査も併せて行ってまいりたい。 
 

＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

（個別労働紛争対策費） 

都道府県労働局長の助言・指導の実施によ

る個別労働紛争の改善率を 60％以上と

する。 

（数値の根拠）平成 25～令和３年度（速

報値）における助言・指導の実施件数に対

する助言・指導により改善した件数の割合 

 

（多言語相談支援事業） 

雇用環境・均等部（室）等への外国人から

の相談のうち、多言語コンタクトセンター

の通訳翻訳若しくはタブレット端末のオ

ンライン通訳又は機械翻訳を利用した相

談件数の割合２％以上 

（個別労働紛争対策費） 

都道府県労働局長による助言・指導の手続

終了件数に占める処理期間１か月以内の

ものの割合を 95%以上とする。 

 

（多言語相談支援事業） 

雇用環境・均等部（室）等への外国人から

の相談件数前年度以上 

 

＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
（個別労働紛争対策費） 
 個別労働紛争解決制度は、個々の紛争の実情に即した解決を促進することを目的としているところ、助言・指
導により簡易・迅速に紛争の解決や改善が図られることが重要であるから、上記の目標を設定した。 
（多言語相談支援事業） 
総合労働相談コーナーを利用する外国人労働者の中には、入国間もない技能実習生のみならず、永住者は日本

人の配偶者として入国している外国人も多くいる。当該労働者は、一定の日本語能力を有しいてる場合や相談に
同伴する通訳者の伝手がある場合が多い。こうしたことを踏まえ、昨年度設定した目標を引き続き、令和４年度
の目標とする。 
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事業番号 

（令和４年度） 

７ 

令和３年度：７ 
評価 B 

事業名 労災疾病臨床研究事業費補助金事業 

担当課・係 計画課疾病調査研究補助金係 

令和３年度 

事業概要 

多くの労働現場で発生している疾病や産業構造・職場環境等の変化に

伴い勤労者の新たな健康問題として社会問題化している疾病等に関

し、新しい知見の発見や、労災疾病としての診断等における技術水準

の向上を図ることができるよう、早期の職場復帰の促進、労災認定の

迅速・適正化などに寄与する研究等について、広く研究者を募り補助

を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与する。 
 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

労災疾病臨床研究中間・事後評価委員会に

おいて、研究課題の 90%以上について

7.0 点以上（10 点中）の評価を得る。 

公募課題１件当たりの平均応募を１.５件

以上とする。 

実

績 

達成 未達成 

労災疾病臨床研究中間・事後評価委員会に

おいて、7.0 点以上の評価を得た研究課

題：91％ 

（35 課題中 7 点未満３課題） 

公募課題１件当たりの平均応募数：1.25

件 

（公募課題４件、応募数５件） 

 

＜未達成の理由・原因＞ 
 昨年度、周知を行う大学及び関係学会を増やすとともに、過去に労災臨床疾病研究の関連分野に応募したすべ
ての研究者に対して、郵送により公募を案内した。また、e-Rad の活用や、厚生労働省アカウントにより各種
SNSにおいても発信し、広く周知を行ったところであるが、目標未達成となった。目標未達成の理由として、本
事業は、現時点での労災疾病にかかる行政課題に即応した特定分野の研究テーマを掲げて募集をしているが、当
該テーマを研究している研究者が国内に少なく、結果として、公募数が少なくなったことが理由として挙げられ
る。 
公募案内については上記の取組みに加え、さらに、労働衛生に関連する学会への周知を強化する一方で、国内

の労災を受けた労働者の職場復帰や労災認定の迅速等に寄与する研究に補助し、もって、労働者の福祉の促進を
図ることを目的とする本事業の趣旨を踏まえれば、単に行政ニーズに即応した、限られた研究テーマのみならず、
将来の労災疾病分野の研究者の育成の観点等も視野にいれつつ、事業目的に応じたその他の研究についても、広
く支援することが適当であると考えられる。 
 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
 評価委員会において一定の評価を得た研究計画の実施及び評価委員会における委員からの評価（「評価できる
点、推進すべき点」、「疑問点、改善すべき点」等）を研究者にフィードバックし、それを踏まえた研究を実施、
並びに、行政ニーズに即応した研究テーマのみならず、将来の労災疾病分野の研究者の育成の観点等も視野によ
り幅広い学術分野の研究テーマも設定し、広く研究者を募ることとする。 
 また、事業運営の適正化を図る一方で、適切な予算規模への見直しについても併せて行ってまいりたい。 
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＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

労災疾病臨床研究中間・事後評価委員会に

おいて、研究課題の 90%以上について

7.0 点以上（10 点中）の評価を得る。 

公募にて採択された課題であって、申請時

に研究事業予定期間が令和４年度終了予

定の課題のうち、各年度の中間・事後評価

委員会の評価を経て、研究事業予定期間ど

おり研究を終えた研究課題の割合が８

０％以上であること。 

 
＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
アウトカム指標については、当該補助金の中間・事後評価委員会において、継続すべき課題の目安点数を、10

点中７点以上としていることから、研究課題の 90%以上について 7.0 点以上の評価を得ることを目標とした。 
アウトプット指標については、本補助金が研究の成果により、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とし

ていることから、研究事業予定期間どおり研究を行うことを目標とした。 
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事業番号 

（令和４年度） 

１３ 

令和３年度：１３ 
評価 B 

事業名 
労災特別介護施設運営費・設置経費 

（（１）労災特別介護援護事業経費、（２）労災特別介護施設設置費） 

担当課・係 労災管理課年金福祉第一係 

令和３年度 

事業概要 

在宅で介護を受けることが困難な労災重度被災労働者に対して、そ

の傷病・障害の特性に応じた専門的施設介護サービスを提供する労災

特別介護施設の運営を行う。 

 また、当該施設の整備・修繕を行う。 
 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

入居者から、介護サービスが有用であった旨の

評価を 90％以上得る。 

全国 8 施設の年平均での入居率を 90％以上と

する。 

実

績 

達 成 未達成 

有用であった旨の評価：９４％ 

※1１,６９７(有用の評価)／1２,４４９(総回答

数) 

年平均入居率：8３.１％ 

※6３５名(年平均入居者数)／7６4 名(入居者

定員) 

 

＜未達成の理由・原因＞ 

 委託先と令和２年度～令和４年度の３ヵ年契約を結ぶにあたり、入居率が特に低かった北海道施設（令和元年

度 68.4%）及び愛媛施設（令和元年度 71.4%）について、入居定員数を 98名→88名に見直しを行ったほか、

令和３年度の全８施設の新規入居者数（60 名）を、前年度よりも１名増加させるなどしたが、年平均入居率が

83.1％となり、目標未達成となった。 

 目標未達成となった原因としては、死亡や長期入院等による退去者数が新規入居者数を上回ったこと（退去者

61名、入居者 60名）、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を受け、入居希望者から入居の延期又は入居のた

めの面接調査等の延期の要望があったこと（令和４年３月末時点の早期入居希望者のうち４名が延期を要望）や、

短期滞在型介護サービスの利用者が減少したこと（令和２年度利用者 23名→令和３年度利用者７名）等がある

と思料される。 

 また、今後、入居率を向上させていく上で、施設によって入居希望者数に差があることが課題になると考えら

れる。令和３年度、入居率が 90%を超えている千葉施設については、早期入居を希望する者が、毎月平均で 16.6

名いたが、入居率が 80%を下回った広島施設及び愛媛施設については、毎月平均でそれぞれ 2.3 名、0.8 名に

とどまった。これは、入居対象となる労災重度被災労働者数の偏在によるものと思料され、仮に各施設の所在地

周辺の都道府県を北海道・東北・関東甲信越・東海北陸・近畿・中国・四国・九州沖縄の８ブロックに分けると、

広島施設の所在地である中国ブロックには全労災重度被災労働者（21,501名（令和 4年 4月支払期時点））の

7.8％（1,677名）、愛媛施設の所在地である四国ブロックには 4.8％（1,038名）が居住している状況となっ

ており、平均値の 12.5％(2,688 名）を大幅に下回っている。このように労災重度被災労働者数の地域毎の偏

在があることから、先述のとおり令和２年度より北海道施設及び愛媛施設の定員の見直しを行ったものの、他施

設においては一律の設定であることも目標未達成の一因であると思料される。 
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＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
 アウトプット指標については、受託者からの適時の状況把握を行うとともに以下の取組を行った。 
 全都道府県労働局に対し、会議・研修等の機会を通じて職員に周知し、年金支給決定時に職員から入居対象者
に対する説明及び周知を実施すること及び全都道府県障害福祉主管部局に対し、周知広報や入居要件を満たす可
能性のある者に対する本事業の紹介を依頼するなど、入居率向上のための取組を行った。 
 委託先の取組として、都道府県労働局及び市町村等の行政機関へ協力依頼などのこれまでの取り組みのほか、
令和３年度から新たな取り組みとして、都道府県にある医療ソーシャルワーカー協会に対し、施設の紹介及び協
会会員に対する施設の周知広報、医療ソーシャルワーカーが所属している医療機関に対して労災重度被災労働者
が退院する際に施設を紹介してもらうよう依頼を行った。その結果６名の入居に繋がり、取組の効果が上がって
いるものと思料されるため、引き続きこれらの取組を行っていく。 
 前項で記載した、施設ごとで入居希望者数に差があるという課題については、事業の次期調達（令和５年度）
にあたり、過去の実績値や施設所在地周辺の都道府県の労災重度被災労働者数等を参考に入居者数の実態に応じ
た入居定員数に変更することを検討することや、早期入居希望者のうち、希望施設での空き部屋がない場合、ほ
かの施設への入居を勧める等により、対応していきたいと考えている。 
 また、入居率向上させるための取り組みとして、入居の端緒となりうる短期滞在型サービスを有効活用できる
よう積極的な周知・利用促進を引き続き行っていく。 
 そのほか、入居希望者との面接調査を実施する場合、従前通り対面により実施していくこととするが、新型コ
ロナウイルスの感染状況によっては、必要によりオンラインによる面接調査も引き続き実施する。 
 また、事業運営の適正化を図る一方で、予算規模の見直しについても併せて行ってまいりたい。 
 
 

＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

入居者から、介護サービスが有用であった旨の

評価を 90％以上得る。 

全国 8 施設の年平均での入居率を 90％以上と

する。 

 
＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
アウトカム指標については、受益者である入居者等からの有用であった旨の評価を指標とし、その目標値につ

いては、事業の有用性について一定の高い水準を常に維持・確保することを意図し、令和３年度実績を踏まえ、
90％以上と設定した。 
アウトプット指標については、平成 22 年度の事業目標設定時に、当時の平均入居率が 90％以上を維持して

いたため、目標を 90％として設定したこと及び当時に比べて労災重度被災労働者は減少しているものの、入居
していない労災重度被災労働者が一定数いること、また、国有財産の有効活用の観点から、令和３年度と同じ、
入居率を年平均 90％以上と設定した。 
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事業番号 

（令和４年度） 

１９ 

令和３年度：２３ 
評価 B 

事業名 職場における受動喫煙対策事業 

担当課・係 労働衛生課有害作業環境指導係 

令和３年度 

事業概要 

（1）行政経費 

 受動喫煙対策の必要性・重要性について、リーフレット等を用いた

周知啓発、事業場に対する意識調査等を行う。 

（2）委託費 

 全国の事業場からの受動喫煙対策に関する相談について、コンサル

タント等の専門家による相談窓口（電話・実地）を開設する。また、

周知啓発のための説明会を全国で開催する。 

（3）補助金 

 中小企業事業者（既存特定飲食提供施設を営む者に限る。）であっ

て喫煙室を設置する等の措置を実施する事業場に対して、費用の一部

を国が助成する。 
 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①相談支援において実地指導を実施した

事業者、②相談支援において説明会に参加

した事業者から 8 割以上「役に立った」

旨の回答を受ける。 

（1）専門家による実地指導（集団指導を

含む）の１か月当たりの平均実績件数につ

いて、12.5 件/月以上とする。ただし、新

型コロナウイルス感染症の流行時期につ

いてはこれを満たさなくてもよいことと

する。 

（2）補助金の１か月当たりの平均利用件

数について、15.7 回/月以上とする。 

実

績 

達 成 未達成 

①実地指導において「役に立った」（満足

した）と回答したのは 95.6%、②説明会

に参加して「役に立った」（満足した）と

回答したのは 92%だった。 

（1）専門家による実地指導（集団指導を

含む）の１か月当たりの平均実績件数につ

いて、２件/月となった。 

（2）補助金の１か月当たりの平均利用件

数は 3.3 回/月だった。 
 

＜未達成の理由・原因＞ 

 アウトプット指標：専門家による実地指導等については、基本的に施設において禁煙か分煙することとなって

いるため、受動喫煙対策が進み、対応を希望する事業場が減少している。また、新型コロナの影響で実地指導を

行うことが困難な時期が長く、その後も対面開催に不安を感じているためである。 

 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
 令和４年度についても、原則屋内禁煙の義務化を踏まえ、助成対象範囲を健康増進法の経過措置対象に限るこ
ととし、必要性の高い事業者への補助を行う。また、周知については十分にできているため、事業者に対して電
話相談、WEB 開催を含めた実地指導及び説明会等を行い、受動喫煙対策の必要性について一層の周知啓発を行
うとともに、助成金等の活用を促す。さらに、助成金や相談内容については減少傾向ではあるものの、受動喫煙
に関しては社会的関心も高く、働き方の変化に伴い労働環境も変わるため、今後も一定の需要が見込まれるため、
支援を行う必要がある。 
 また、事業運営の適正化を図る一方で、事業規模にあわせた予算規模の見直しについても併せて行ってまいり
たい。 
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＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

（１）①相談支援において実地指導を実施

した事業者、②相談支援において説明会に

参加した事業者から 8 割以上「役に立っ

た」旨の回答を受ける。 

（２）受動喫煙防止対策助成金を受けて対

策を講じた事業場から、８割以上「労働者

が職場において受動喫煙を受ける機会が

なくなった」旨の回答を受ける。 

（１）専門家による電話相談件数の１か月

当たりの平均実績件数について、30 件/

月以上とする。 

（２）申請について、本省通達等に基づい

て適正に処理を行う。 

 
＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
アウトカム指標については、事業場の受動喫煙対策に係る支援を適切に実施するため、全国の事業場からの受

動喫煙対策に関する技術的な相談対応について、実際に事業者に有用であったかという質的な面での評価を行う
指標を設定した。 
 また、アウトプット指標については、新型コロナの影響で実地指導の需要が縮小し、非対面の電話相談のニー
ズが高まっているものの、改正健康増進法完全施行による助成対象の縮小、周知活動等の縮小を行うため、それ
に見合う目標を設定することとした。さらに、それぞれの事業に対する目標を設定した。 
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事業番号 

（令和４年度） 

３１ 

令和３年度：３１ 
評価 B 

事業名 家内労働安全衛生管理費 

担当課・係 在宅労働課家内労働・最低工賃係 

令和３年度 

事業概要 

・家内労働者又は委託者を対象に、都道府県労働局で委嘱された家内 

労働安全衛生指導員が家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関 

する事項について必要な指導を行う。 

・事業主団体や委託者に対する訪問調査及び家内労働者からのヒア 

リングにより、家内労働者の危険有害業務に関する実態を把握し、安 

全衛生の取組のモデル事例を取りまとめ、セミナーの開催等により周 

知・啓発を行う 
 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①家内労働安全衛生指導員による個別指

導において、要改善事項があった者(委託

者・家内労働者)について、指導の結果、改

善の意向ありと回答した者の割合を

90％以上とする。 

②危険有害業務に従事する家内労働者及

び委託者への訪問対象者のうち、本訪問を

受けて「役に立った」とする者の割合を

85％以上とする。        

①家内労働安全衛生指導員による訪問指

導を行う家内労働者数及び委託者数を

800 人以上とする。 

②「家内労働あんぜんサイト」のアクセス

件数を 50,000 件以上とする。   

実

績 

達 成 末達成 

①家内労働安全衛生指導員による個別指

導において、要改善事項があった者(委託

者・家内労働者)について、指導の結果、改

善の意向ありと回答した者の割合：

98.3% 

②危険有害業務に従事する家内労働者及

び委託者への訪問対象者のうち、本訪問を

受けて「役に立った」とする者の割合：

100% 

①家内労働安全衛生指導員による訪問指

導を行う家内労働者数及び委託者：652

人 

②「家内労働あんぜんサイト」のアクセス

件数：98,110 件    

 

＜未達成の理由・原因＞ 

①  家内労働者数の減少傾向に伴い、家内労働者安全衛生指導員の配置人数が減っていることに加え、新型コロ

ナウイルスの感染拡大に基づく緊急事態宣言の発令等により対面での訪問指導が困難であったため。家内労

働者はその半数超が 60 歳以上と高齢者が多くを占めることもあり（「令和２年度家内労働等実態調査」厚

生労働省）、緊急事態宣言解除後も感染症へのリスク懸念から対面での訪問を忌避されることがあった。 

また、対面以外の方法としてオンラインも検討したが、先行してオンライン化の導入を進めていた委託事

業において、オンラインでのセミナーや周知啓発を複数打診したものの、高齢者を主とした家内労働者にお

いては機材や接続環境、操作方法の習得などの環境が整っておらず協力を得られないケースが複数見られた

ため、労働局での指導においてもオンラインを取り入れることは困難と判断した。 

なお、新型コロナにより訪問指導が困難な期間は、安全衛生に関する措置や好事例等の送付など、周知啓

発により安全衛生確保に努めたところ。 
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＜改善すべき事項・今後の課題＞ 

・アウトプット指標①について、新型コロナ感染症の状況やワクチンの接種状況などを考慮しながら、対面での

訪問指導に協力いただけるよう粘り強く依頼を進めていく。一方で、家内労働者・委託者の数は長期的に減少

傾向であり（令和３年度家内労働概況調査において、家内労働者数が約９．７万人と初めて１０万人を切った）、

今後増加する見込みも薄いことから、コロナ以後の状況も見据え、規模に応じた適正な指導員配置や、目標の

見直しも含めた活動日数設定が課題であると考える。令和４年度目標においては、都道府県労働局における指

導員配置数や活動実績を鑑み、７００人以上と設定した。 

・その他については、引き続き目標を達成できるように、家内労働安全衛生指導員による個別指導及び危険有害

業務に従事する家内労働者・委託者への訪問調査を適切に実施し、要改善事項があった者(委託者・家内労働者)

が改善に向けた取組を行うよう、家内労働安全衛生対策を推進するとともに、「家内労働あんぜんサイト」のア

クセス件数を注視し、必要に応じて周知・広報を行っていく。 

 事業運営の適正化を図りながら、事業規模に合わせた予算規模の見直しについても併せて行ってまいりたい。 

 

  

＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①家内労働安全衛生指導員による個別指

導において、要改善事項があった者(委託

者・家内労働者)について、指導の結果、改

善の意向ありと回答した者の割合を

90％以上とする。 

②危険有害業務に従事する家内労働者及

び委託者への訪問対象者のうち、本訪問を

受けて「役に立った」とする者の割合を

90％以上とする。        

①家内労働安全衛生指導員による訪問指

導を行う家内労働者数及び委託者数を７

00 人以上とする。 

②「家内労働あんぜんサイト」のアクセス

件数を 75,000 件以上とする。      

 
＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
＜アウトカム指標＞ 
①家内労働安全衛生指導員による個別指導について一定以上の効果を有することが確認できる目標として、指

導に対する改善の意向を確認することとし、その割合を目標とした。水準については、前年度の実績も踏まえ、
引き続き高水準であるよう 90％以上とした。 
②危険有害業務に従事する家内労働者及び委託者が、安全衛生に関する理解を深めることが重要であることか

ら、訪問を受けた者の満足度を目標とした。水準については、前年度の実績も踏まえ、引き続き高水準であるよ
う 90％以上とした。 
＜アウトプット指標＞ 
①家内労働安全衛生指導員が家内労働者又は委託者に対して家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関す

る事項について必要な指導を行っていることから、訪問指導を行った家内労働者及び委託者数を目標とした。水
準については、新型コロナが収束してもなお、家内労働者・委託者の長期的な減少傾向を踏まえると、規模に応
じて目標の見直しが必要であり、都道府県労働局における指導員配置数や活動実績を鑑み 700 人以上と設定し
た。 
②「家内労働安全衛生確保事業」における「家内労働あんぜんサイト」の運営により家内労働に関する情報提

供を行っていることから、アクセス件数を目標とした。水準については、前年度実績等を勘案し年間 75,000 件
以上と設定した。 
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事業番号 

（令和４年度） 

３４ 

令和３年度：３５ 
評価 B 

事業名 労働災害防止対策費補助金経費 

担当課・係 計画課機構団体管理室団体監理係 

令和３年度 

事業概要 

 事業主による自主的な安全衛生活動を促進し、労働災害の防止に繋げるため、

①技術的な事項に関する指導及び援助事業、②情報の収集及び提供事業、③調

査及び研究事業などの事業を行っている。 

 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する個別指導について、安全衛生水準の向上

に効果があるとした事業場等の割合を 85％以

上とする。 

②労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する集団指導について、安全衛生水準の向上

に効果があるとした事業場等の割合を 85％以

上とする。 

①労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する個別指導を 1,540件以上とする。 

②労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する集団指導を 550件以上とする。 

実

績 

達成 未達成 

①安全衛生水準の向上に効果があるとした事業

場等の割合は、99.6％であった。 

※効果があるとした事業場等 1,014／1,018 

②安全衛生水準の向上に効果があるとした事業

場等の割合は、97.4％であった。 

※効果があるとした事業場等 13,681／

14,039 

①労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する個別指導の件数は、1,481 件であった。 

②労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する集団指導の件数は、868件であった。 

 

＜未達成の理由・原因＞ 

 個別指導は各事業場それぞれの実態に即した指導を行うものであるが、令和２年度に引き続き、新型コロナウ

イルス拡大の影響が続いたことにより、事業場からのキャンセル等が発生した事が未達成の主な要因となった。

特に、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間中は事業場からのキャンセルが相次ぎ、実施件数が落ち込

んだと考えられる。 

このため、代替策としてリモートでの指導が行えるよう、オンライン環境を整備する等取り組んでいる最中で

あるが、令和３年度においてはリモート指導が実現できるようオンライン環境を整備する準備段階であったこと、

また、指導を受ける事業場側のオンライン環境の整備状況にもよることから、指導手法の選択肢の一つとして本

格導入までに至らず、結果として目標回数の達成に届かなかった。 

 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 

 個別指導に対しては、新型コロナウイルスの影響が未だ続いていることから、感染防止対策を十分に講じて事

業場側の不安等を払拭すること等を通じて、個別指導・集団指導を円滑に実施し、引き続き目標達成に努める。 

 また、リモートでの指導実施に当たっては、リモートで参加を希望する事業場が容易に参加できるようにする

ことが課題である。オンライン環境を整備した上で、リモートによる指導も可能であることを周知することで、

指導手法の選択肢の間口を広げられるよう改善する。 

 このように効率化を進め予算規模も見なおしを行う。 
 



39 

 

＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

①労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する個別指導について、安全衛生水準の向上

に効果があるとした事業場等の割合を 85％以

上とする。 

②労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する集団指導について、安全衛生水準の向上

に効果があるとした事業場等の割合を 85％以

上とする。 

③安全衛生専門家による新規参入者等に対して

の安全衛生教育支援が役に立ったとの回答の割

合を 85％以上とする。 

④高度安全機械等導入支援補助金について、補

助対象者から安全性向上に有用である旨の評価

を 80%以上確保する。 

①労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する個別指導を 1,520件以上とする。 

②労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実

施する集団指導を 490件以上とする。 

③安全衛生指導の経験者による復興工事現場等

に対する安全衛生巡回指導を、のべ 720現場以

上実施する。 

④適正な申請の処理を完結するまでの期間を

150日以内とする。 

 
＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
１．アウトカム指標 
【既存事業部分】 
①、②労働災害防止団体及び船員災害防止協会が実施する現場指導等が、事業場等の安全衛生水準に一定程度

以上の効果を有することを確認できるものとして設定。 
【地震、豪雨及び台風等の自然災害に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業】 
③被災地等において建設業における新規参入者等への安全衛生教育を継続的に行うことが重要であるため、上

記のとおり目標を設定。 
【高度安全機械等導入支援補助金】 
④事業目的の達成に寄与する内容となったかを測るため、上記のとおり目標を設定。 
２．アウトプット指標 
【既存事業部分】 
①、②中小規模事業場の労働災害防止を目的とした集団指導・個別指導に関し、指導実績を踏まえ目標設定し

ているところであるが、従前より予算の範囲内で効果的な事業の実施を図っており、引き続き、感染対策を徹底
しつつ、きめ細やかな指導が実施可能な個別指導に軸足を置いて実施するものである。 
【地震、豪雨及び台風等の自然災害に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業】 
③被災地等において建設業における新規参入者等への安全衛生教育及び安全衛生巡回指導を継続的に行うこ

とが重要であるため、上記のとおり目標を設定。 
【高度安全機械等導入支援補助金】 
④補助金を効率的に配賦し機械の更新を促すため、上記のとおり目標を設定。 
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事業番号 

（令和４年度） 

３５ 

令和３年度：３６ 
評価 B 

事業名 産業医学振興経費 

担当課・係 計画課機構団体管理室団体監理係 

令和３年度 

事業概要 

①産業医科大学の運営等に対する助成 

②産業医科大学の学生に対する修学資金貸与制度の運営 

③産業医の資質の向上を図る研修等の実施 

④産業医学に関する研究の促進 

⑤産業医学情報の提供 

 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

＜（公財）産業医学振興財団＞ 

①産業医研修事業において、当該研修が有用で

あった旨の回答を 85％以上にする。 

 

 

 

 

＜学校法人産業医科大学＞ 

①実践能力の高い産業医を養成する体制を整備

し、産業医科大学卒業生で産業医として新たに

就業する者を 70名以上とする。 

②認定産業医の資格を取得しようとしている他

の医科大学、医学部卒業者に対して行う産業医

学基礎研修会集中講座において、当該講座が有

用であった旨の回答の割合を 90％以上にする。 

＜（公財）産業医学振興財団＞ 

①産業医研修事業の受講者を20,000人以上と

し、これに加え産業医学分野の最新情報をメー

ルマガジンにより提供することを周知・広報し、

メールマガジン登録者数を12,000人以上とす

る。 

 

＜学校法人産業医科大学＞ 

①医師国家試験の合格率について、合格率 95％

以上とする。 

②産業医の資格取得希望者のための研修のう

ち、本学での修了者の割合を全体の 40％以上と

する。 

③企業人事・労務担当者向けメンタルヘルス対

策支援講座、一般者向け公開講座や産業医活動

に関心を持つ方に対してオープンキャンパスや

Web動画配信による情報提供を行い、視聴参加

人数を 20,000 人以上とする。 

実

績 

達成 未達成 

＜（公財）産業医学振興財団＞ 

①研修が有用であった旨の回答の割合は

96.5%であった。 

※有用と回答した者 15,364 名／回答者

15,915 名 

 

＜学校法人産業医科大学＞ 

①産業医科大学卒業生で産業医として新たに就

業する者は 93名であった。 

②講座が有用であった旨の回答の割合は

93.3％であった。 

※有用と回答した者 751 名／回答者 805名 

＜（公財）産業医学振興財団＞ 

①・産業医研修事業の受講者…26,119 名 

 ・メールマガジン登録者数…13,867 人 

 

 

 

＜学校法人産業医科大学＞ 

①医師国家試験の合格率は 94.2％であった。 

②産業医の資格取得希望者のための研修の修了

者は、全体の 43.1％であった。 

③企業人事・労務担当者向けメンタルヘルス対

策支援講座、一般者向け公開講座や産業医活動

に関心を持つ方に対して、オープンキャンパス

や Web 動画配信を行い、その視聴参加人数は

36,296 名であった。 
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＜未達成の理由・原因＞ 

不合格者はいずれも成績下位の者であり、当該者らを対象とした特別学習指導において個別指導も行ってきた

が、総合試験（※）を経た後の医師国家試験本番への総仕上げが十分でなかった結果、試験合格水準まで至らな

かったものと推察される。 

（※総合試験：医師国家試験に準じた形式で行う試験。総合試験の合格が卒業要件にもなっている。） 

 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 

 成績下位者（国試不合格者）が行っていない傾向にあるグループ学習（学生同士の自主的かつ持続的な勉強会

の機会の場）を教職員が支援して取り入れるとともに、総合試験終了後からの２ヶ月間（医師国家試験直前頃ま

で）の総仕上げ期には、個別に学習計画（弱点科目克服への対応等）を立てて学習指導を追加で実施するなど、

重点的な個別学習指導を行う。 

 また、IR推進センターにおいて収集した各種成績データを活用し、その分析結果を学習指導へ盛り込んでいく

ことで、全体の成績底上げも図っていく。 

 上記のとおり改善を図る一方で、適切な事業規模となるよう予算規模の見直しを行う。 

 

＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

＜（公財）産業医学振興財団＞ 

①産業医研修事業において、当該研修が有用で

あった旨の回答を 85％以上にする。 

 

 

 

 

＜学校法人産業医科大学＞ 

①実践能力の高い産業医を養成する体制を整備

し、産業医科大学卒業生で常勤の産業医として

新たに就業する者を 70名以上とする。 

②認定産業医の資格を取得しようとしている他

の医科大学、医学部卒業者に対して行う産業医

学基礎研修会集中講座において、当該講座が有

用であった旨の回答の割合を 90％以上にする。 

＜（公財）産業医学振興財団＞ 

①産業医研修事業の受講者を20,000人以上と

し、これに加え産業医学分野の最新情報をメー

ルマガジンにより提供することを周知・広報し、

メールマガジン登録者数を12,000人以上とす

る。 

 

＜学校法人産業医科大学＞ 

①医師国家試験の合格率について、合格率９

５％以上又は全国順位上位の４分の１以内とす

る。 

②産業医の資格取得希望者のための研修の参加

者を 850名以上とする。 

③企業人事・労務担当者向けメンタルヘルス対

策支援講座、一般者向け公開講座や産業医活動

に関心を持つ方に対してオープンキャンパスや

Web動画配信による情報提供を行い、視聴参加

人数を 20,000 人以上とする。 

 
＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
１．アウトカム指標 
＜（公財）産業医学振興財団＞ 
①優秀な産業医の養成・確保は、職場の労働衛生水準向上や労働者の健康維持増進に必要不可欠であり、産業

医養成に係る研修等の結果が、一定程度以上の効果を有することが確認できるものとして設定。 
＜学校法人産業医科大学＞ 
①については、専属産業医のほか開業産業医を含む数値である。②については産業医養成に係る研修等の結果

が、一定程度以上の効果を有することが確認できるものとして設定。 
２．アウトプット指標 
＜（公財）産業医学振興財団＞ 
①優秀な産業医の輩出を継続的に行っていくほか、産業医学に関する情報発信を適切に行っていくものとして

設定。 
＜学校法人産業医科大学＞ 
①国試合格率は、教育の質（医学教育への投資効果）を評価する指標の１つと考えられるが、当該指標は各年
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度の試験難易度によって大きく変動が生じうるほか、他大学の結果が考慮されていないなど、達成難度がやや不
明瞭であることから、評価に際して恒常的な指標とし難い部分が存在している。 
そこで、試験難易度の変動に左右されにくく、また、産業医科大学が全体の中でどの程度の成果を上げること

が出来たのか（全国の他大学医学部中、どの程度結果を出せたか）という相対的観点での評価も行える指標とし
て、現行の目標（合格率 95％以上）は残しつつ、「又は全国順位上位の４分の１以内」を加えることとしたい。 
②新型コロナウイルス拡大の影響により、研修を大幅に縮小せざるを得なくなったため、令和２年度及び３年

度については現在の指標としていたが、令和４年度については、徹底した感染対策を行うことにより、安定した
受講者の受入が見込めるため、令和元年度以前に設定していた指標「資格取得希望者のための研修の参加者数」
へ戻すこととしたい。 
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事業番号 

（令和４年度） 

３７ 

令和３年度：３８ 
評価 B 

事業名 
過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方

の見直し 

担当課・係 

労働条件政策課新たな働き方推進係 

職業生活両立課働き方・休み方改善係 

雇用機会均等課女性活躍推進係 

令和３年度 

事業概要 

① 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業 

 働き方改革実行計画で示された、非正規雇用労働者の処遇改善や、

過重労働防止に資する時間外労働の上限規制への対応に向けた弾力

的な労働時間制度等の労務管理に関する技術的な相談支援を行うた

め、民間事業者への委託により、47 都道府県に「働き方改革推進支

援センター」を設置し、関係機関と連携を図りつつ、労務管理・企業

経営等の専門家による個別相談支援や電話相談等を実施する。 

② 働き方改革推進支援助成金 

 中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応す

るため、生産性を高めながら働く時間の縮減に取組む場合において、

中小企業や傘下企業を支援する事業主団体に対する助成を行う。 

③ 働き方・休み方改善に向けた事業 

 事業主等が自ら働き方・休み方の現状を客観的に評価できる「働き

方・休み方改善指標」や企業の好事例等を提供する「働き方・休み方

改善ポータルサイト」の運営を行うほか、時季を捉えた年次有給休暇

の取得促進、特別休暇等の普及促進、勤務間インターバル制度導入促

進、仕事と生活の調和がとれた働き方普及のためのシンポジウムの開

催等を行う。 

④不妊治療のための休暇制度等環境整備事業 

 不妊治療と仕事との両立の重要性について社会全体の理解を深め

るため、不妊治療と仕事との両立を支援するための休暇制度等の環境

整備に向けた事業主向けセミナーの実施・マニュアルの作成等の周知

啓発等を行う。 
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＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

１ 働き方改革推進支援助成金（４コー

ス）の支給対象事業主又は支給事業主団体

に対してアンケート調査を実施し、各コー

スとも 85％以上の事業主又は事業主団

体から当該助成金制度を利用することに

よって、労働時間等の設定の改善等に役立

った旨の評価が得られるようにする。 

２ 働き方改革推進支援センターにおい

て、相談を受けた事業主等に対し「満足度

調査」を実施し、働き方改革を実施するに

当たっての相談対応について、「有益であ

った」「概ね有益であった」と回答した者

の割合を 90%以上とする。 

３ 働き方・休み方改善ポータルサイト内

の利用者アンケートにおいて、85％以上

から「使いやすい（普通を含む）」の回答

を得る。 

１ 働き方改革推進支援助成金（労働時間

短縮・年休促進支援コース）の支給決定件

数について、令和３年度予算における想定

件数の７割（1,101 件）以上とする。 

２ 働き方改革推進支援助成金（勤務間イ

ンターバル導入コース）の支給決定件数に

ついて、令和３年度予算における想定件数

の７割（1,745 件）以上とする。 

３ 働き方改革推進支援助成金（労働時間

適正管理推進コース）の支給決定件数につ

いて、令和３年度予算における想定件数の

７割（2,120 件）以上とする。 

４ 働き方改革推進支援助成金（団体推進

コース）の支給決定件数について、令和３

年度予算における想定件数の７割（375

件）以上とする。 

５ 働き方改革推進支援センターにおけ

るアウトリーチ型支援による相談件数を、

27,000 件以上とする。 

６ 働き方改革関連法の法改正内容や働

き方改革推進支援センターを始めとした

各種支援策を掲載している「働き方改革特

設サイト」の PV 数 280 万 PV 以上（令

和３年４月～令和４年３月） 

７ 働き方・休み方改善ポータルサイトの

アクセス件数を 800,000 件以上、企業

診断及び社員診断の診断結果件数を

11,000 件以上とする。"   

実

績 

達成 未達成 

１ 労働時間等の設定の改善に役立った

と回答した割合 

 ①労働時間短縮・年休促進コース 

：99.8％ 

 ②勤務間インターバル導入コース 

：99.4％ 

 ③労働時間適正管理推進コース 

：100％ 

 ④団体推進コース    ：98.6％ 

２ 「有益であった」「概ね有益であった」

と回答した者の割合は、 

  98.3％ 

３ 「使いやすい（普通を含む）」と回答

した者の割合は、91.6 ％ 

１ 労働時間短縮・年休支援促進コース支

給決定件数：6,162 件 

２ 勤務間インターバル導入コース支給

決定件数：227 件 

３ 労働時間適正管理推進コース支給決

定件数：32 件 

４ 団体推進コース支給決定件数：193

件 

５ アウトリーチ型支援による相談件数：

35,202 件 

６ 働き方改革特設サイトの PV 数：

1,464,737 件 

７ 働き方・休み方改善ポータルサイトの

アクセス件数：1,522,059 件 

  企業診断及び社員診断の診断結果件

数：5,047 件 
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＜未達成の理由・原因＞ 

１ 中小企業事業主に労働時間等の設定の改善に向けた支援となるよう成果目標の見直し等を行ったことが要

因と考えられる。一方、特定の成果目標への申請の偏りが大きく、申請の平準化を図る必要がある。 

２～４ 労働時間短縮・年休支援促進コースに申請が集中し、働き方改革推進支援助成金全体での予算が不足す

るおそれがあったことから、交付申請期限より前に申請を打ち切ったことも支給件数が伸び悩んだ要因の一つと

考えられる。 

５ 令和３年４月から中小企業・小規模事業者への同一労働同一賃金が適用されたがその後も相談支援の需要が

大きくは下がらなかったこと、新型コロナウイルス感染症の状況の落ち着きを受け感染症に関する相談支援の需

要が下がったものの代わりに人手不足に関する相談や労務管理改善にかかる相談が増えたこと等により、働き方

改革推進支援センターへの相談支援の需要が高かったことが要因と考えられる。 

６ 特設サイト HP について、令和２年度までは働き方改革の趣旨や改正内容を広く国民の方々や企業に周知し

理解頂くことが主要な目的であることを踏まえ、幅広い年齢層から好感を持たれるタレントを起用し、HP や動

画、公告バナーにも用いるなど、周知活動を行い、一定程度の成果を上げたことから、令和３年度からはページ

デザインを刷新し、中小企業が働き方改革に取り組む上で参考となるような、中小企業向けの先進的な取組事例

の周知を実施したものの、令和２年度以前の訴求力には及ばなかったことが、PV 数が大きく減少した要因と考

えられる。 

 また令和３年４月に中小企業を対象に同一労働同一賃金が施行されたものの、平成 31年４月に働き方改革関

連法が施行されてから３年が経過する中で、特設サイトの注目度が少しずつ落ちていることも、PV 数の減少要

因の一つであると考えられる。 

７ アクセス件数については利用者のニーズ等を踏まえたポータルサイトのコンテンツの拡充や Web 広告を行

う等の周知により、目標を達成できた。また、コロナ禍による働き方・休み方改革への関心の高まりも加わり、

件数の増加に繋がったと考えられる。 

  診断結果件数については働き方・休み方改善ポータルサイトの企業診断及び社員診断を行った者は 20,769

人であったが、診断結果まで出された件数は 5,047 件で、目標を達成できなかった。サイトの総アクセス数は

増加しているものの、サイトのコンテンツの増加により、診断画面へアクセスする者が少なくなったことが原因

と考えられる。また、企業診断及び社員診断に関心はあるものの、複数項目選択の煩雑さ等から、診断結果まで

到達しなかったことが原因と考えられる。 
 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
２～４について労働時間短縮・年休支援促進コースに申請が集中し、予算の都合上交付申請期限前に申請を打ち
切る必要があったことを踏まえ、適切な予算執行に努める。 
６について、「働き方特設サイト」のページの更新等を行っていた「働き方改革に向けた周知・啓発事業」につい
ては令和３年度にて廃止した上で、「働き方改革特設サイト」については、サーバー等の維持費等のコスト面の削
減や、情報集約により効果・効率的な情報発信を行うとともにHPの恒常的な利活用を目指すことを目的として、
「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業」で 47都道府県センター及び全国センターごと
に運営していたセンター事業HPと統合し、リニューアルすることとした。令和６年４月から時間外労働時間数
の上限規制が適用される業種等について、当該業種等の事業場が、自社の働き方改革に取り組む上で参考となる
ような取組事例を集中して収集し、新設するHPに掲載するとともに、関係業種団体等を通じた周知を図るなど、
特に周知が必要となる事業場に対して情報が行き渡るようきめ細かい対応を図る。 
７ 働き方・休み方改善ポータルサイトについて、全国社会保険労務士会連合会に協力依頼をするなど、更なる
周知を図るとともに、ポータルサイトにアクセスした者が診断画面へアクセスしやすくするための改修や、診断
途中からの離脱を防ぐためのコンテンツの拡充を行う他、引き続き、企業の改善策の提供や好事例の紹介等掲載
情報の拡充を行い、使いやすいサイトの運営に努める。 
 上記のとおり、事業運営の適正化を図り、適用猶予業種等への対応を踏まえつつ、既存の事業の効率化を進め
予算規模も見直しを行う。 
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＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

１ 働き方改革推進支援助成金（４コー

ス）の支給対象事業主又は支給事業主団体

に対してアンケート調査を実施し、各コー

スとも 85％以上の事業主又は事業主団

体から当該助成金制度を利用することに

よって、労働時間等の設定の改善等に役立

った旨の評価が得られるようにする。 

２ 働き方改革推進支援センターにおい

て、相談を受けた事業主等に対し「満足度

調査」を実施し、働き方改革を実施するに

当たっての相談対応について、「有益であ

った」「概ね有益であった」と回答した者

の割合を 90%以上とする。 

３ 働き方・休み方改善ポータルサイト内

の利用者アンケートにおいて、85％以上

から「使いやすい（普通を含む）」の回答

を得る。 

４ 不妊治療と仕事との両立支援担当者

等を対象とする研修会の参加企業アンケ

ートにおいて、不妊治療と仕事との両立支

援について「非常に参考になった」又は「参

考になった」と回答した企業の割合を

80％以上とする。 

１ 働き方改革推進支援助成金（労働時間

短縮・年休促進支援コース）の支給決定件

数について、令和４年度予算における想定

件数の７割（1,101 件）以上とする。 

２ 働き方改革推進支援助成金（勤務間イ

ンターバル導入コース）の支給決定件数に

ついて、令和４年度予算における想定件数

の７割（1,762 件）以上とする。 

３ 働き方改革推進支援助成金（労働時間

適正管理推進コース）の支給決定件数につ

いて、令和４年度予算における想定件数の

７割（1,227 件）以上とする。 

４ 働き方改革推進支援助成金（団体推進

コース）の支給決定件数について、令和４

年度予算における想定件数の７割（225

件）以上とする。 

５ 働き方改革推進支援センターにおけ

るアウトリーチ型支援による相談件数を、

27,000 件以上とする。 

６ 働き方改革関連法の法改正内容や働

き方改革推進支援センターを始めとした

各種支援策を掲載している新設後の「働き

方改革特設サイト」の PV数 200万PV

以上（令和４年４月～令和５年３月） 

７ 働き方・休み方改善ポータルサイトの

アクセス件数を 116 万件以上、企業診断

及び社員診断の診断結果件数を6,000件

以上とする。 

８ 不妊治療と仕事との両立支援担当者

等を対象とする研修会を２回以上開催す

る。  
 
＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
【アウトカム指標】 
１ 働き方改革推進支援助成金について、当該助成金が利用者にとって役立つ内容となっているか把握するこ

とが重要であるため設定した。 
２ 働き方改革推進支援センターについて、相談内容に対する専門家の支援が効果的かどうか把握することが

重要であるため、設定した。 
３ 働き方・休み方改善に向けた事業については、企業及び社員の働き方の気づき・理解が重要であることか

ら、ポータルサイトの使いやすさについて引き続き高水準を維持する目標とした。 
４ 不妊治療のための休暇制度等環境整備事業については、不妊治療と仕事との両立支援に関する企業や両立

支援担当者等の理解・満足が重要であることから設定した。 
 
【アウトプット指標】 
１～４ 働き方改革推進支援助成金について、予算上の想定件数の７割程度を目標件数として設定した。 
５ 働き方改革推進支援センターについて、本事業は企業に対する個別相談支援を重視していることから目標

として設定し、目標数値については、令和４年度の予算は令和３年度よりも大きく減少しているものの事業の効
率的な運営を図ることで支援件数は同水準を維持したいことから、昨年度と同様の件数を設定した。なお、個別
相談支援は令和４年度よりアウトリーチ型支援からコンサルティングという呼称に改めたため、目標の表現も修
正したが内容に変更はない。 
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６ 「働き方改革特設サイト」のページの更新等を行っていた事業については前述のとおり廃止したものであ
るが、目標数値については廃止した事業の特設サイトの令和３年度実績（令和３年４月～令和４年３月で 146
万 PV）を参考とし、また働き方改革関連法全体として概ね施行が完了したものの、令和５年４月から中小企業
においては月 60時間超の時間外労働に５０％以上の割増賃金率が適用され、令和６年４月から時間外労働の上
限規制の適用が猶予されてきた適用猶予業種等についても上限規制が適用されるため、これらの企業等に十分周
知する必要があることを踏まえ設定した。 
７ アクセス件数は過去の実績（過去 3年平均）を踏まえた目標とし、診断結果件数は前年度実績以上を目標

とする。 
８ 不妊治療のための休暇制度等環境整備事業については、不妊治療と仕事との両立支援に関する企業や両立

支援担当者等の理解が重要であることから設定した。 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 

 

 



54 

 

 

 

 
 



55 

 

 

 

 



56 

 

事業番号 

（令和４年度） 

43 

令和３年度：44 
評価 B 

事業名 雇用労働相談センター設置・運営経費 

担当課・係 労働関係法課労働契約係 

令和３年度 

事業概要 

特区内に雇用労働相談センターを設置し、主として以下の事業を行う。なお、雇用労働相

談センターは、国家戦略特別区域法第８条に基づき各特区が作成する区域計画において、雇

用労働相談センターの設置が記載され、内閣総理大臣により認定された場合に設置されるこ

ととなるものである。 

（１）雇用労働相談員（社会保険労務士等）による電話相談、窓口相談等の対応 

（２）弁護士による高度な専門性を要する個別相談対応 

（３）個別訪問指導 

（４）セミナーの開催 
 

＜令和３年度目標と実績＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

雇用労働相談センターにおける雇用労働相談員及

び弁護士による相談対応について、「相談対応につ

いて参考になった」旨の回答を 95％以上とする。 

①直近３年間におけるセンターのセミナー１回当たりの平均参加者数

32.3 人以上とする。 

②センターにおける１ヶ月の平均相談件数を、センターにおける直近３

年間の１ヶ月平均相談件数である 115.4 件（平成 30年度から令和２

年度の実績）以上とする。 

実

績 

達成 未達成 

目標の 95％を超える約 99.5％の利用者から「相

談対応について参考になった」との回答を得た。 

①１回当たりのセミナーの参加者数は、約 31.0 人となり、目標の 32.3

人以下となった。 

②１ヶ月あたりの平均相談件数は、約 105.4 件となり、目標の 115.4

件以下となった。 
 

＜未達成の理由・原因＞ 

 アウトプット指標②に関し、センターがメインの相談者とするベンチャー企業及びグローバル企業が新型コロナウ

イルスによる緊急事態宣言等の影響を依然強く受けたことで特区内への進出に消極的な状況が見られたこと及びこれ

らの企業への周知活動が一部のセンターで低迷したこと等が相談件数の減少につながった。他方で、コロナの影響を

受けつつもオンラインによるセミナー・相談を工夫して実施する等の対策により過去最高の相談件数を達成したり、

自治体との連携により周知活動を強化することで目標を達成しているセンターもあり、このような好事例・対策をよ

りスピーディに収集・分析し他センターに展開・実施できるようにすることが今後の課題である。 

 

＜改善すべき事項・今後の課題＞ 
 ベンチャー企業及びグローバル企業等からの相談獲得に向け、特区の関係自治体及び内閣府との定期的な意見
交換等による連携強化を図りつつ、センターの更なる周知、コロナ等の状況に応じた相談体制の充実、効果的な
方法でのセミナー実施に加え、センターでの好事例・対策をセンター間で共有・実施できるよう改善策を講じた
上で、更なる適正な事業運営に努め、予算についても見直しを行う。 
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＜令和４年度目標＞ 

 アウトカム指標 アウトプット指標 

目

標 

雇用労働相談センターにおける雇用労働相談員及

び弁護士による相談対応について、「相談対応につ

いて参考になった」旨の回答を 95％以上とする。 

①直近３年間における雇用労働相談センターのセミナ

ー１回当たりの平均参加者数 31.4 人以上とする。②雇

用労働相談センターにおける１ヶ月の平均相談件数を、

雇用労働相談センターにおける直近３年間の１ヶ月平

均相談件数を、111.7 件（平成 31 年度から令和３年

度の実績）以上とする。 
 
＜令和４年度目標の目標設定の理由、その水準の考え方＞ 
アウトカム指標については、相談対応が本事業の中核であり、相談利用者にとって参考となる相談対応を行う

ことが重要であることから、相談利用者の満足度を指標とすることとし、その水準は 95％以上とした。 
アウトプット指標については、 
①適切な労務管理に係る情報提供を行うため、また、我が国の雇用ルールを的確に理解するため雇用指針を活

用したセミナーを実施しているところであり、セミナーの参加者数を指標とすることとした。その水準は、使用
予定の会場のキャパシティが限られることや、セミナーの受講対象者が特区内の新規開業企業等であり特定の地
域の限られた属性の者であること、参加者の理解度を高めるため効果的にセミナーを実施する必要があることを
踏まえ、より客観的な目標に近づけるべく、実績に基づく指標として、直近３年間におけるセンターのセミナー
１回当たりの平均参加者数 31.4 人以上とすることを目標とした。 
②本事業の中核である相談対応について、引き続き特区内の新規開業直後の企業及びグローバル企業等を雇用

労働の側面から支援する役割を果たすため、新たに、センターにおける１ヶ月の平均相談件数を、センターにお
ける直近３年間の１ヶ月平均相談件数である 111.7 件（平成 31 年度から令和３年度の実績）以上とすること
を目標とした。 
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